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１２６．２１  

 

意匠願書の補正に係る手続補正書の  

作成例（意）  

 

 

１．意匠の願書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例    Ｐ２～３  

（１）「【意匠に係る物品】」の欄を補正する場合  

（２）「【意匠の説明】」の欄を補正する場合  

（３）補正する単位を異にする２以上の箇所を補正する場合  

２．意匠登録出願を関連意匠の意匠登録出願に補正する手続補正書の作成例Ｐ３  

３．関連意匠の意匠登録出願を意匠登録出願に補正する手続補正書の作成例Ｐ４  

４．意匠登録出願を部分意匠の意匠登録出願に補正する手続補正書の作成例Ｐ４  

５．部分意匠の意匠登録出願を意匠登録出願に補正する手続補正書の作成例Ｐ４  
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１．意匠の願書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例  

（１）「【意匠に係る物品】」の欄を補正する場合  

 

【書類名】       手続補正書            

                          

   （略）                      

                          

【手続補正１】                     

  【補正対象書類名】 意匠登録願           

  【補正対象項目名】 意匠に係る物品         

  【補正方法】    変更               

  【補正の内容】                   

    【意匠に係る物品】・・・・・・・・・・  

 

（２）「【意匠の説明】」の欄を補正する場合  

 

【書類名】       手続補正書            

                          

   （略）                      

                           

【手続補正１】                     

  【補正対象書類名】 意匠登録願           

  【補正対象項目名】 意匠の説明            

 

 

 

 

 

 

 

 

  【補正方法】     変更    注  

  【補正の内容】                   

    【意匠の説明】・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・  

 

（注）既に提出した意匠登録願に､【意匠の説明】を記載していない場合は「追

加」とする。（【意匠に係る物品の説明】も同様とする）  

 

（３）補正する単位を異にする２以上の箇所を補正する場合  

補正の内容  

ア．【意匠に係る物品の説明】の欄を追加する補正  

イ．【意匠の説明】を削除する補正  
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【書類名】       手続補正書            

                          

   （略）                      

                           

【手続補正１】                     

  【補正対象書類名】  意匠登録願  

  【補正対象項目名】  意匠に係る物品の説明  

  【補正方法】     追加  

  【補正の内容】                   

    【意匠に係る物品の説明】・・・・・・・・・・  

 

【手続補正２】                    

  【補正対象書類名】  意匠登録願  

  【補正対象項目名】  意匠の説明  

  【補正方法】     削除  

 

２．意匠登録出願を関連意匠の意匠登録出願に補正する手続補正書の作成例  

 

【書類名】       手続補正書            

    （略）                     

                          

  

【手続補正１】                     

  【補正対象書類名】  意匠登録願  

  【補正対象項目名】  本意匠の表示  

  【補正方法】     追加              

  【補正の内容】                   

   【本意匠の表示】                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【出願番号】意願○○○○―○○○○○○    注   

  

（注）意匠登録出願の番号通知が通知されていない場合は「【出願日】」の欄

を設けて「平成令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように、本意匠に

係る意匠登録願の出願日を記載し、「【整理番号】」の欄を設けて、当該

意匠登録願に記載した整理番号を記載する。  
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３．関連意匠の意匠登録出願を意匠登録出願に補正する手続補正書の作成例  

 

【書類名】       手続補正書            

                          

    （略）                     

                           

【手続補正１】                     

  【補正対象書類名】 意匠登録願           

  【補正対象項目名】 本意匠の表示          

  【補正方法】    削除               

 

４．意匠登録出願を部分意匠の意匠登録出願に補正する手続補正書の作成例  

 

【書類名】       手続補正書            

                          

    （略）                     

                           

【手続補正１】                     

  【補正対象書類名】 意匠登録願           

  【補正対象項目名】 部分意匠            

  【補正方法】    追加               

    【補正の内容】  

         【部分意匠】  

 

５．部分意匠の意匠登録出願を意匠登録出願に補正する手続補正書の作成例  

 

【書類名】        手続補正書           

                          

    （略）                     

                           

【手続補正１】                     

  【補正対象書類名】  意匠登録願  

  【補正対象項目名】  部分意匠  

  【補正方法】     削除  

 

 

（改訂平成令和２３元・１１７）  


